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この処方せんが麻薬処方せんに該当する場合、患者の住所及び麻薬施用者の
免許証の番号をこの欄に記載すること

後発医薬品への変更について

後 発 医 薬 品 へ の 変 更 可

調剤済年月日 平成　　年　　月　　日

保険薬局の所在
地 及 び 名 称
保険薬剤師氏名 印

公費負担者番号

公 費 負 担 医 療
の 受 給 者 番 号

処

方

備

考

患

者

備考 １.　「処方」欄には、薬名、分量、用法及び用量を記載すること。
２.　この用紙は、日本工業規格Ａ列５番とすること。
３.　療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令（昭和 51 年
　　 厚生省令第 36 号）第１条の公費負担医療については、「保険医療機関」とあるのは「公費
　　 負担医療の担当医療機関」と、「保険医氏名」とあるのは「公費負担医療の担当医氏名」
　　 と読み替えるものとすること。

印

特に記載のある場合を
除き交付の日を含めて
４日以内に保険薬局に
提出すること。

処方せんの
使 用 期 間

保 険 医 氏 名

保険医署名

公費負担者番号

③処方されたお薬のことが書かれていて

とても重要なところです。

※ここには何も書かないでください※

もちろん、勝手に書き加えたり、変えた

り、メモ書きなども一切ＮＧです。

処 　 　 方 　 　 せ 　 　 ん
（この処方せんは、どの保険薬局でも有効です）

①公費とは・・乳幼児医療など。

保険証変更や公費助成証の期限に変更があった場合

（期限切れも含む）は、速やかにご連絡ください。

最近では医療機関で処方せんが発行され、調剤薬局でお薬を
受け取ることが多くなりました。その処方せんにもルールが
あります。処方せんの様式は医療機関によって異なりますが
そのルールはどの様式にもあてはまります。今回そのルール
に基づく４つのポイントをあげました。ぜひ参考にしてください。

処方せんのポイント

※１枚の処方せんを複数の調剤薬局で分けて
　お薬をお渡しすることはできません。

①

②

③

④

④後発医薬品とは・・先発医薬品と同じ成分で安全性も同じ

比較的安価なお薬のことを言います。

後発医薬品への変更希望であれば薬剤師までご連絡ください。

（医師のサインがある場合は変更できません。）

②処方せんの有効期限は、日・祝日に関係なく交付

年月日を含み４日間です。４日を超すと処方せんが

無効になります。但し、医師が期間の延長を許可し

日付を書いた場合は、その記入日までが使用期間と

なります。


